
目

次

規

則

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
二

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
二

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
七
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
四
ロ
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
項
並
び
に
第
二
十
八

条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
十
九

条
第
八
項
」
を
「
第
五
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
の
五
チ
中
「
第

十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
及
び
ヲ
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第

十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
、
第
九
条
若
し
く
は
第
十
二
条
又
は
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六

条
若
し
く
は
第
九
条
又
は
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一

項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
六
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
三
項
又
は

第
二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
八

条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
条
例
第
二
条
の
特
定
設
備
」
を
削
り
、
「
第
五
条
第
一
号
」
を
「
第
二

条
第
一
号
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二

条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、

「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七

条
（
条
例
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三
条
」
を
「
及
び
第
十
四
条
（
条
例
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
」

に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
、
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七
条
（
条

例
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三
条
」
を
「
及
び
第
十
四
条
（
条
例
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
」
に
改
め
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る
。第

六
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
、
「
第
八
条
、
第
十
四
条
及
び

第
十
七
条
」
を
「
第
十
一
条
及
び
第
十
四
条
」
に
改
め
、
「
、
条
例
第
二
条
の
特
定
設
備
」
を
削

り
、
「
第
五
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
十

五
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」

を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三

条
」
を
「
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
」
に
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
第
十
条
第
一

号
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一
号
、
第
十
五

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
注
の
３
中
「承

認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て

」
を
「承

認
地
域
経
済
牽 け
ん引
事
業
の

た
め
に

」
に
改
め
、
同
注
の
４
中
「農

村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
い
て
工
業
以
外
の
用
に

供
す
る
特
定
設
備
を
新
設
等
し
た
場
合
又
は

」
を
削
り
、
「こ

れ
ら
の
設
備

」
を
「当

該
特
定
設

備

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
注
の
３
中
「承

認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て

」
を
「承
認
地
域
経
済
牽 け
ん引
事
業
の

た
め
に

」
に
改
め
、
同
注
の
４
中
「農

村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
い
て
工
業
以
外
の
用
に

供
す
る
特
定
設
備
を
新
設
等
し
た
場
合
又
は

」
を
削
り
、
「こ
れ
ら
の
設
備

」
を
「当

該
特
定
設

備

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
の
注
の
２
中
「承

認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て

」
を
「承

認
地
域
経
済
牽 け
ん引
事
業
の

た
め
に

」
に
改
め
、
同
注
の
３
中
「農

村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
い
て
工
業
以
外
の
用
に

供
す
る
特
定
設
備
を
新
設
等
し
た
場
合
又
は

」
を
削
り
、
「こ

れ
ら
の
設
備

」
を
「当

該
特
定
設

備

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
九
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
十
二
条
第
十
九
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
四
十
条
第
八
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
四
十
四
条
第
十
二
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
第
四
十
四
条
第
一
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第

四
十
四
条
第
八
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
九

号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
四
十
六
条
第
七
号
」
を
「
第
四
十
七
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
四
十
九
条
第
六
号
」
を
「
第
五
十
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四

十
九
条
第
二
号
」
を
「
第
五
十
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
九
条
第
三
号
」
を

「
第
五
十
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
五
十
二
条
第
五
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
及

（ ）2青 森 県 報 号外第104号平成29年12月15日 金曜日



び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
認
定
及
び
」
を
「
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
収
入

の
認
定
の
通
知
及
び
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び

第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
認
定
及
び
」
を
「
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の

認
定
の
通
知
及
び
条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
条

第
三
項
前
段
」
を
「
第
十
条
第
四
項
前
段
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第

六
項
中
「
第
十
条
第
三
項
前
段
」
を
「
第
十
条
第
四
項
前
段
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に

「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
第
五
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
第
十
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
条

第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「第

１
０
条
第
２
項

」
の
次
に
「（

第
３
項
）

」

を
加
え
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「第

１
０
条
第
３
項

」
を
「第

１
０
条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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